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１ 審議事項

(1) 市指定文化財指定候補物件の諮問について（非公開）
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(2) 市地域文化財認定候補物件の諮問について（非公開）
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２ 報告事項
(1) 市指定文化財「鹿島神社本殿・拝殿・中門及び瑞垣（附設計図９点）」の現

状変更について（公開）

１ 文化財概要

２ 経緯及び現状

鹿島神社総代会役員から傷んできた瑞垣を修理したいとの相談を受け，９月 24 日に市

歴史文化財課職員が現地を訪れ，次に掲げるような状況を確認した。

・ 瑞垣北東部分の横木の一部が大きく腐食し，その一部が外れて落ちてしまっている。

・ 腐食の原因は，風雨にさらされたことによるものと考えられる。

・ 横木とともに立板の一部も腐食が進み，上部が外れやすい状況となっている。

鹿島神社総代会からは，瑞垣の部材が外れかかっている状況であることから，総代会自

身の手で安全対策のための仮修復をしたいとの申し出を受けた。

10 月６日，安田委員とともに現地を訪れ，瑞垣の状況確認を行うとともに，瑞垣の修理

方法について検討した。そこで，鹿島神社総代会の修理方針を聞いた上で，安田委員より

次の提案を受けた。

・ 瑞垣立板の強度が下がっているため，立板の背後に合板を取付け，補強するのがよ

い。

・ 腐食した横木の上下に立板補強用の横木を取り付ける。腐食部分周辺は部材が外れ

やすい状態にあるため，瑞垣の立板と横木をビスで留めた方がよいと思われる。

・ 横木はビス留めだけでは強度に不安があるため，脇の柱に L 字金具で取り付ける。

・ 板は風雨にさらされ，更なる腐食が懸念される状況であることから，防腐剤を塗布

してもよいと思われる。

以上の提案を受けて，鹿島神社総代会から再度修理方針を図面で提示してもらい（次頁

以降に掲載），安田委員から了承をいただいた。

３ 今後の予定

年内に上記の提案どおりの施工を予定している。

種 別 建造物

名称及び員数 市指定建造物 鹿島神社本殿・拝殿・中門及び瑞垣（附設計図９点）

所 在 地 水戸市三の丸１丁目 119 番５号

所 有 者 宗教法人鹿島神社 代表役員 宮本章
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腐食により部材が外れる

外れて落ちた部材

瑞垣の現況
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瑞垣修理方針

図面
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瑞垣修理

作業手順書
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３ その他
（１） について（非公開）

（２） 水戸市文化財保存活用地域計画の進捗状況について

（３） 委員の改選について
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○水戸市文化財保護審議会条例

平成４年９月22日

水戸市条例第50号

水戸市文化財保護審議会条例（昭和51年水戸市条例第29号）の全部を改正する。

（設置）

第１条 文化財の保存及び活用について調査，審議するため，水戸市文化財保護審議会

（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 審議会は，水戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ，次

の各号に掲げる事項を調査，審議する。

⑴ 文化財の保存に関すること。

⑵ 文化財の活用に関すること。

⑶ その他必要と認められる事項に関すること。

２ 審議会は，文化財の保存及び活用に関し必要な事項について教育委員会に建議するこ

とができる。

（組織）

第３条 審議会は，関係機関の役職員及び学識経験者のうちから，教育委員会が委嘱する

10人以内の委員をもって組織する。

（任期）

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任

者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。

２ 会長は，審議会の会務を総理する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。

（会議）

第６条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。

２ 審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は，教育委員会において行う。
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（補則）

第８条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

付 則

この条例は，平成４年10月１日から施行する。
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〇「水戸市指定文化財」指定答申基準

水戸市文化財保護条例（昭和 51 年 10 月１日水戸市条例第 28 号）に基づく文化財の指

定は次の基準により行う。

第１ 水戸市指定有形文化財

次に掲げる有形文化財のうち，本市又は本市を含む地域（以下「地域」。）を理解する

資料として公開及び学術研究等に活用が可能なもので，次の各号のいずれかに該当する

もの

１ 建造物

⑴ 各時代又は類型の典型となるもので，創建又は再建当時の原型をよく残すもの

⑵ 意匠的又は技術的に優秀なもの

⑶ 歴史的価値の高いもの

⑷ 学術的価値の高いもの

⑸ 流派又は地域的特色の顕著なもの

⑹ 建造物及びこれらのものと一体をなしてその価値の形成している土地その他の物件

で上記の⑴から⑸のいずれかに該当するもの

２ 絵画・彫刻・工芸品

⑴ 各時代の遺品のうち制作が特に優秀なもの

⑵ 文化史上又は美術市場特に意義のある資料となるもの

⑶ 題材，品質，技法等の奠で顕著な特色を示すもの

⑷ 特殊な作者，流派等を代表する顕著なもの

⑸ 地域に関連のある作家の代表作と認められるもので，学術上意義のある資料となる

もの

⑹ 渡来品で特に意義のあるもの

３ 書籍・典籍

⑴ 書籍類は，宸翰，和漢名家筆跡，古筆，墨跡，法帖等で，文化史上又は書道史上貴

重なもの

⑵ 典籍類のうち写本類は，和書，漢籍，仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で，

文化史上貴重なもの

⑶ 典籍類のうち写本類（版木を含む）は，文化史上又は印刷史上貴重なもの

⑷ 書籍類，典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し，学術的価値の高いもの

⑸ 渡来品で特に意義のあるもの

４ 古文書

⑴ 古文書類は，歴史上重要と認められるもの

⑵ 日記，記録類（絵画，系図類を含む）は，その原本又はこれに準ずる写本で文化史

上貴重なもの

⑶ 木簡，印章，金石文等は，記録性が高く，学術的価値の高いもの

⑷ 古文書類，日記，記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し，学術的価値の
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高いもの

⑸ 渡来品で特に意義のあるもの

５ 考古資料

⑴ 政治，経済，社会，文化，科学技術等，歴史上の各分野における重要な事象に関す

る遺品のうち特に学術的価値の高いもの

⑵ 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で，歴史的又は系統的にまとまって伝存し，

特に学術的価値の高いもの

⑶ 渡来品で特に意義のあるもの

第２ 水戸市指定無形文化財

次に掲げる無形文化財のうち，地域を理解する資料として公開及び学術研究等に活用

が可能なもので，次の各号のいずれかに該当するもの

１ 芸能

⑴ 芸術的価値の特に高いもの

⑵ 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

⑶ 流派又は地域的特色が顕著なもの

２ 工芸技術

⑴ 芸術的価値の特に高いもの

⑵ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

⑶ 流派又は地域的特色が顕著なもの

第３ 水戸市指定有形民俗文化財

１ 次に掲げる有形民俗文化財のうち，その形態，制作技法，用途等において地域の基盤

的な生活文化の特色及び歴史的変遷を示すもので特に重要なもの

⑴ 衣食住に用いられるもの

⑵ 生産，生業に用いられるもの

⑶ 交通，運輸，通信に用いられるもの

⑷ 交易に用いられるもの

⑸ 信仰に用いられるもの

⑹ 社会生活に用いられるもの

⑺ 民俗知識に関して用いられるもの

⑻ 民俗芸能，娯楽，遊戯に用いられるもの

⑼ 人の一生に関して用いられるもの

⑽ 年中行事に用いられるもの

第４ 水戸市指定無形民俗文化財

風俗習慣及び民俗芸能のうち，次のいずれかに該当し，特に重要なもの

⑴ 由来，内容等において地域の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

⑵ 年中行事，祭礼，法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

⑶ 芸能の発生又は成立を示すもの

⑷ 芸能の変遷の過程を示すもの

⑸ 地域的特色を示すもの
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第５ 水戸市指定史跡

次に掲げるもののうち，歴理解のために欠くことができず，且つ，その遺跡の規模，

遺構，出土遺物等において学術上価値のあるもの

⑴ 貝塚，集落跡，その他生活に関する遺跡

⑵ 国郡庁跡，城館跡，戦跡その他政治に関する遺跡

⑶ 社寺の跡又は旧境内，その他祭祀信仰に関する遺跡

⑷ 学校，研究施設，文化施設，その他教育・学術・文化に関する遺跡

⑸ 医療・福祉施設，その他社会事業に関する遺跡

⑹ 交通・通信施設，治山・治水施設，生産施設，その他経済・生産活動に関する遺跡

⑺ 古墳，墳墓並びに碑

⑻ 旧宅，園池，井泉，樹石及び特に由緒のある場所

第６ 水戸市指定名勝

次に掲げるもののうち，人文的なものにおいては，芸術的あるいは学術的価値の特に

高いもの，自然的なものにおいては，風致景観が特に優れ名所となっているもの，ある

いは，その形成過程が学術的に意義のあるもの

⑴ 公園，庭園

⑵ 橋梁，坂道，堤防等

⑶ 多くの種類の動物が生息する場所

⑷ 多くの種類の植物が生育する場所

⑸ 岩石，洞穴

⑹ 渓谷，瀑布，渓流，深淵

⑺ 湖沼，湿原，浮島，湧泉

⑻ 温泉

⑼ 丘陵，河川

⑽ 展望地点

第７ 水戸市指定天然記念物

次に掲げるもののうち，わが国又は地域の自然を記念するもので，次の各号のいずれ

かに該当し学術上特に貴重なもの

１ 動物

⑴ 地域特有の動物とその生息地

⑵ 学術上保存を必要とするもの及びその自生地

⑶ 自然環境における特有の動物又は動物群集

⑷ 地域にとって特に貴重な動物の標本

２ 植物

⑴ 名木，巨樹，畸形木，栽培植物の原木，並木，社寺叢及びその生息地

⑵ 学術上保存を必要とするもの及びその自生地

⑶ 自然環境における特有の植物又は植物群落

⑷ 地域にとって貴重な植物の標本

３ 地質鉱物
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⑴ 岩石，鉱物及び化石の算出状態

⑵ 地層の整合，不整合，褶曲及び衝上等

⑶ 地震断層等の地塊運動に関する現象

⑷ 生物の働きにより形成された岩石，又は浸食された岩石

⑸ 洞穴，鍾乳洞等

⑹ 温泉又は沈殿物とその分布区域の保護

⑺ 風化及び浸食による景観の優れたもの

⑻ 特に重要な岩石，鉱物及び化石の標本

⑼ 地域の特色を示す地質現象を保持するもの
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〇水戸市地域文化財認定活用事業実施要項

（目的）

第１条 この要項は，本市の区域内に存する，地域で守り伝えられてきたかけがえのない

文化財を水戸市地域文化財として認定することにより，市民が地域に対して誇りと愛着

を持つとともに，認定した文化財を将来の世代に引き継ぎ，又は語り継いでいくことが

できるような環境を醸成することを目的とする。

（定義）

第２条 この要項において「文化財」とは，次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文書その他の有形の文化的所産で歴

史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成してい

る土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資

料（以下「有形文化財」という。）

(2) 演劇，音楽，工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いも

の（以下「無形文化財」という。）

(3) 衣食住，生業，信仰，年中行事等に関する風俗慣習及び民俗芸能並びにこれらに用

いられる衣服，器具，家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことの

できないもの（以下「民俗文化財」という。）

(4) 貝づか，古墳，城跡，旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの，庭園，

橋りょう，峡谷，山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物

（生息地，繁殖地及び渡来地を含む。），植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な

自然の現象の生じている土地を含む。）で学術上価値の高いもの（以下「記念物」とい

う。）

（要件）

第３条 水戸市地域文化財の要件は，次の各号のいずれにも該当し，かつ，市民等の推薦

があるものとする。

(1) 本市の区域内に存するもの。ただし，無形文化財及び無形の民俗文化財はこの限り

ではない。

(2) 地域が守ってきたもの又は地域を知るうえで必要なもの

(3) 所有者等（有形文化財，有形の民俗文化財及び記念物における所有者又は権原に基

づく占有者及び管理責任者をいう。以下同じ。）又は保持者等（無形文化財及び無形の民

俗文化財における保持者又は保持団体（無形文化財を保持する者が主たる構成員となっ

ている団体で代表者の定めのあるものをいう。）をいう。以下同じ。）が明確であるもの

(4) 成立後おおむね 50 年を経過しているもの

(5) 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号），茨城県文化財保護条例（昭和 51 年茨城県

条例第 50 号）及び水戸市文化財保護条例（昭和 51 年水戸市条例第 28 号）の規定によ

る指定又は登録を受けていないもの

（推薦）

第４条 水戸市地域文化財に推薦しようとする者（以下「推薦者」という。）は，前条の規
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定に該当すると認められる文化財があるときは，別に定める期間内に水戸市地域文化財

認定推薦書（様式第１号）により，必要な書類を添えて，水戸市教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）に推薦することができる。

２ 推薦者が所有者等又は保持者等（以下「所有（保持）者等」という。）と異なる場合は，

推薦者は，前項に掲げるもののほか，水戸市地域文化財認定同意書（様式第２号）によ

り，所有（保持）者等の同意書を提出するものとする。

（認定）

第５条 教育長は，前条の推薦があったときは，その内容を審査し，水戸市地域文化財に

認定することができる。

２ 教育長は，第３条各号に掲げるもののほか，特に必要があると認めるものについて，

水戸市地域文化財に認定することができる。

３ 教育長は，前２項の規定により認定をするには，水戸市文化財保護審議会に諮問しな

ければならない。

４ 教育長は，第１項又は第２項の規定により認定したときは，水戸市地域文化財認定通

知書（様式第３号）により，推薦者及び所有（保持）者等に通知するものとする。

（助言）

第６条 教育長は，必要があると認めた場合又は所有（保持）者等からの要請があった場

合は，水戸市地域文化財の修理及び日常の保存方法，活用手段に対して適切な助言及び

情報提供を行うものとする。

（周知・活用）

第７条 教育長は，認定された水戸市地域文化財を水戸市ホームページ等で広く市内外に

周知するものとする。

２ 教育長は，学校の教育活動，水戸の歴史及び文化財に関するイベント等において，水

戸市地域文化財の活用に努めるものとする。

（解除）

第８条 教育長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，認定を解除することができる。

(1) 水戸市地域文化財としての価値を失ったと認められたとき。

(2) 水戸市地域文化財として第３条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 所有（保持）者等から認定の解除の申出があったとき。

(4) その他教育長が解除することが適当と認めたとき。

２ 前項の規定による認定の解除には，第５条第３項を準用する。

３ 水戸市地域文化財について，文化財保護法，茨城県文化財保護条例又は水戸市文化財

保護条例により指定又は登録があったときは，当該水戸地域文化財は解除されたものと

する。

４ 教育長は，第１項の規定により認定を解除したときは，水戸市地域文化財認定解除通

知書（様式第４号）により，所有（保持）者等に通知するものとする。

（所有者等の変更）

第９条 所有（保持）者等は，水戸市地域文化財について次の各号のいずれかに変更があ

った場合は，水戸市地域文化財変更届（様式第５号）により，速やかに教育長に届け出
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るものとする。

(1) 所有（保持）者等に変更（名義変更を含む。）があったとき。

(2) 所有（保持）者等が住所を変更したとき。

(3) 水戸市地域文化財の所在地を変更したとき。

（修理等の届出）

第 10 条 所有（保持）者等は，水戸市地域文化財の修理若しくは現状の変更又はその保存

に影響を及ぼす行為をしようとする場合は，あらかじめ水戸市地域文化財修理届（様式

第６号）により，教育長に届け出るものとする。

（滅失の届出）

第 11 条 所有（保持）者等は，水戸市地域文化財の全部若しくは一部が毀損し，これを亡

失し，又は盗難にあった場合は，速やかに水戸市地域文化財滅失（毀損・亡失・盗難）

届（様式第７号）により，教育長に届け出るものとする。

（経費の負担）

第 12 条 水戸市地域文化財の修理，復旧その他の管理の経費は，当該文化財の所有（保

持）者等の負担とする。

（補則）

第 13 条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

付 則

この要項は，平成 30 年４月１日から施行する。


